
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正 

（
農
業
振
興
課
）　

　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
二
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

　

一

〇
都
市
計
画
の
変
更 

（
都
市
計
画
課
）　

　

二

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

二

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告
（
三
件
） 

（
契　

約　

課
）　

　

三

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

　

八

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

九

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

九

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

一
〇

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
二
年
分
） 

一
〇

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 

一
一

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
四
年
分
） 

一
二

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出 

一
三

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

一
四

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
し
の
届
出 

一
四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

四
年
五
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
及
び
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

仙
台
市
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
地
域
第
十
号
中
「
、
丑
ノ
頭
（
一
〇
一
番
か
ら
一
一
〇
番
ま
で
）」
を
削
り
、「
梅
ノ
木

（
一
〇
番
、
一
五
番
、
一
五
番
三
、
一
八
番
一
、
一
八
番
三
か
ら
一
八
番
一
一
ま
で
、
一
九
番
二
、
一
九
番
三
、
二
〇

番
、
二
一
番
一
、
二
一
番
二
、
二
二
番
、
二
三
番
一
か
ら
二
三
番
五
ま
で
、
二
三
番
七
、
二
三
番
八
、
二
四
番
、
二
五

番
一
、
二
五
番
二
、
二
六
番
か
ら
三
七
番
二
ま
で
、
四
一
番
二
、
六
〇
番
一
、
六
〇
番
三
、
六
〇
番
六
、
七
七
番
二
、

七
八
番
二
か
ら
八
一
番
二
ま
で
、
一
〇
一
番
か
ら
一
四
七
番
ま
で
、
一
四
九
番
か
ら
一
六
七
番
ま
で
）」
を
「
梅
ノ
木

（
六
〇
番
一
、
六
〇
番
六
、
一
四
〇
番
か
ら
一
五
〇
番
一
ま
で
）」
に
、「
遠
藤
西
（
一
〇
一
番
か
ら
一
九
〇
番
三
ま

で
）」
を
「
遠
藤
西
（
一
五
七
番
か
ら
一
九
〇
番
三
ま
で
、
二
〇
三
番
か
ら
二
〇
八
番
ま
で
）」
に
、「
札
屋
敷
（
四
八

番
二
か
ら
四
八
番
四
ま
で
、
五
〇
番
二
か
ら
五
〇
番
四
ま
で
、
一
一
八
番
か
ら
一
二
四
番
ま
で
）」
を
「
札
屋
敷
（
三

番
、
四
番
、
四
四
番
三
）」
に
改
め
る
。

　

同
地
域
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三　

削
除

　

同
地
域
第
十
四
号
中
「
宮
前
（
一
番
一
、
一
番
二
、
一
番
三
、
五
番
、
一
三
番
、
二
八
番
か
ら
八
四
番
二
ま
で
）」

を
「
宮
前
（
一
三
番
、
二
八
番
か
ら
九
四
番
ま
で
、
九
六
番
か
ら
九
九
番
ま
で
）」
に
、「
山
神
（
一
番
一
か
ら
二
五
番

ま
で
）」
を
「
山
神
（
一
番
一
か
ら
三
三
番
ま
で
、
三
五
番
か
ら
四
〇
番
ま
で
）」
に
改
め
る
。

　

同
地
域
第
十
五
号
中
「
梅
木
（
三
番
か
ら
七
四
番
二
ま
で
）、」
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

登
米
市
津
山
町
横
山
字
小
金
沢
一
〇
四
の
一
か
ら
一
〇
四
の
三
ま
で
、
一
二
〇

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の 
涵 
養

か
ん
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三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
花
山
字
本
沢
虚
空
蔵
二
の
四
三
、
二
の
四
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の 
涵 
養

か
ん

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

市
街
化
調
整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域

　

仙
台
市
若
林
区　

荒
井
字
遠
藤
西
、
同
字
丑
ノ
頭
、
同
字
梅
ノ
木
、
同
字
札
屋
敷
、
長
喜
城
字
山
神
、
同
字
宮

前
、
同
字
鉄
砲
前
、
南
小
泉
字
梅
木
、
蒲
町
、
蒲
町
字
南
、
霞
目
一
丁
目
、
霞
目
二
丁
目
及

び
か
す
み
町
の
各
一
部

　

２　

市
街
化
区
域
か
ら
市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

大
河
原
町
広
表
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
字
新
南
十
九
番
地

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
年
十
月
三
十
日

四　

変
更
の
内
容

　
　

総
代
の
定
数

　
　

（
変
更
前
）
第
三
十
五
条　

総
代
の
定
数
は
、
十
七
人
と
し
、
組
合
員
が
組
合
員
の
う
ち
か
ら
選
挙
す
る
。

　
　

（
変
更
後
）
第
三
十
五
条　

総
代
の
定
数
は
、
二
十
人
と
し
、
組
合
員
が
組
合
員
の
う
ち
か
ら
選
挙
す
る
。

 
公
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〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

１　

購
入
物
品
及
び
数
量　

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
／
タ
ン
デ
ム
四
重
極
／
イ
オ
ン
ト
ラ
ッ
プ
併
設
型
質
量
分
析
計

シ
ス
テ
ム　

一
式

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３　

納
入
期
限　

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
（
水
）

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

購
入
物
品
に
対
す
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

９　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇

二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
四
年
六
月
六
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

�
　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続
き

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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�
　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－
八
五
七
〇
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
担
当　

佐
々
木　

直
美　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
三
）

３　

郵
送
に
よ
る
入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

郵
送
に
よ
り
書
面
で
の
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日
（
火
）
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

�
　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
六
月
四
日
（
月
）
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
十
二

日
（
火
）
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日
（
火
）
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
提
出

し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、�
又
は�
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　
�
　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　

入
札
期
間　

平
成
二
十
四
年
六
月
十
八
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
（
火
）
午

後
五
時
ま
で

　
　
�
　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

イ　

日
時　

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
（
火
）
午
後
五
時

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

ハ　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す

る
。

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日
（
水
）
午
前
十
時　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
第
一
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
一
号
）
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か

免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に

記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

S
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〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
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一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
数
量　

空
気
調
和
実
習
シ
ス
テ
ム
氷
蓄
熱
ユ
ニ
ッ
ト
蓄
熱
槽　

一
式

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限　

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
（
水
）

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
白
石
工
業
高
等
学
校

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

購
入
物
品
に
対
す
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

９　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇

二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
四
年
六
月
六
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

�
　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続
き

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

�
　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先
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〒
九
八
〇－

八
五
七
〇
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
担
当　

佐
々
木　

直
美　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
三
）

３　

郵
送
に
よ
る
入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

郵
送
に
よ
り
書
面
で
の
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日
（
火
）
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

�
　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
六
月
四
日
（
月
）
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
十
二

日
（
火
）
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日
（
火
）
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
提
出

し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、�
又
は�
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　
�
　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　

入
札
期
間　

平
成
二
十
四
年
六
月
十
八
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
（
火
）
午

後
五
時
ま
で

　
　
�
　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

イ　

日
時　

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
（
火
）
午
後
五
時

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

ハ　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す

る
。

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日
（
水
）
午
前
十
時
十
分　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
第
一
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
一
号
）
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か

免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に

記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

S
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G
overnm

ent,
3-8-1

H
oncho,

A
oba-k

     
      
            
        
     u,

S
endai,

M
iyagi

    
        
      

980-8570
Japan.

T
E
L.:
022-211-333

                 
 
               3  

６
Language

and
C
urrency

U
sed
in
C
ontra

              
         
        
     ct

P
rocedures

:
Japanese

and
Japanes

    
                                e

yen
only

          .  

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
数
量　

Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
装
置　

一
式

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限　

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
一
日
（
木
）
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４　

納
入
場
所　

宮
城
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

購
入
物
品
に
対
す
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

９　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇

二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
四
年
六
月
六
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

�
　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続
き

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

�
　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
担
当　

佐
々
木　

直
美　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
三
）
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３　

郵
送
に
よ
る
入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

郵
送
に
よ
り
書
面
で
の
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日
（
火
）
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

�
　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
六
月
四
日
（
月
）
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
十
二

日
（
火
）
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日
（
火
）
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
提
出

し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、�
又
は�
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　
�
　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　

入
札
期
間　

平
成
二
十
四
年
六
月
十
八
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
（
火
）
午

後
五
時
ま
で

　
　
�
　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

イ　

日
時　

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
（
火
）
午
後
五
時

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

ハ　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す

る
。

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日
（
水
）
午
前
十
時
二
十
分　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
第
一
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
一
号
）
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か

免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に

記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

S
um
m
ar

　
 
  
 
  y  

１
N
ature

and
Q
uantity

of
the
Item
s
to

　
 
           
                   
    

be
P
rocured

:
X
-ray

com
puted

tom
ogr

     
           
        
         
   aphy

scanner

              

(1
unit

       )  

２

　

D
eadline

for
D
elivery

:
T
hursday,

Ja

 
             
           
           nuary

31,
201

             3  

３

　

P
lace

of
D
elivery

:
IndustrialT

echn

 
         
                      
    ology

Institute,
M
iyagiP

refectural

                  
       
           G

overnm
en

 
      
  t  

４

　

D
eadline

for
B
id
:
T
uesday,

June
26,

 
             
      
                

2012,
5
:
00
p.m

                 

.  

５

　

C
ontact

P
erson

:
N
aom
i
S
asaki,

P
rocu

 
       
 
      
  
 
   
  
 
       
 
    rem

ent
S
ection,

G
overnm

ent
C
ontract

   
    
 
        
 
      
    
 
        

D
ivision,

 
         

T
reasury

D
epartm

ent,
M
iyagi

P
refectu

 
         
      
      
       
       ral

G
overnm

ent,
3-8-1

H
oncho,

A
oba-k

     
      
            
        
     u,

S
endai,

M
iyagi

    
        
      

980-8570
Japan.

T
E
L.:
022-211-333

                 
 
               3  

６

　

Language
and
C
urrency

U
sed
in
C
ontra

              
         
        
     ct

P
rocedures

:
Japanese

and
Japanes

    
                                e

yen
only

          .  

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
二
号
）　

百
九
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
高
校
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
四
年
四
月
十
二
日
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四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社
ア
ベ
キ　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
六
番
六
号

五　

落
札
金
額　

一
千
七
百
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

�
　

政
党
の
支
部

　
�
　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

　�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
�
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

 

　
�
　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 

（9）　 平成24年５月18日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2357号　　 

政　
治　
団　
体

の　

名　

称

み
ん
な
の
党
宮

城
県
第
１
区
支

部

代　

表　

者

の　

氏　

名

林　
　

宙
紀

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

小
西　

優
仁

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉

区
木
町
通
一

－

八－

一
〇

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
九
日

　

政
治
団
体
の
名
称

小
川
ひ
ろ
み
後
援
会

佐
藤
の
り
お
後
援
会

島
田
金
一
後
援
会

七
ツ
森
倶
楽
部

星
吉
郎
後
援
会

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

女
川
支
部

代　

表　

者

の　

氏　

名

小
川
ひ
ろ
み

高
澤　

良
弘

山
本　

正
二

佐
々
木　

茂

山
田　

富
市

高
橋　

正
典

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

奥
山　

信
一

我
妻　

孝
一

島
田　

金
一

阿
部　

広
幸

伊
藤　

仁
治

高
橋　
　

健

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

黒
川
郡
大
衡
村
大
瓜
字
東
沢
二
七－

四

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
台
屋
敷
五

八亘
理
郡
亘
理
町
字
江
下
一
八
一

仙
台
市
泉
区
将
監
七－

一
一－

一
九

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
東
二－

三－

五

牡
鹿
郡
女
川
町
桜
ケ
丘
五－

五

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
十
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
三
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
十
五
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
十
三
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
十
三
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
九
日

政　
治　
団　
体

の　

名　

称

林
宙
紀
後
援
会

代　

表　

者

の　

氏　

名

林　
　

宙
紀

会
計
責
任
者

の　

氏　

名

小
西　

優
仁

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
木
町
通
一－

八

－

一
〇

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
十
七
日

政
治
団
体
の
名
称

赤
坂
芳
則
後
援
会

阿
部
欽
一
郎
後
援
会

一
匡
会

小
野
寺
五
典
後
援
会

清
き
碧
の
女
川
を
つ
く
る

会斉
藤
と
し
お
後
援
会

燦
名
取
の
明
日
を
拓
く
市

民
会
議

政
治
結
社
大
行
社
仙
台
支

部
　　

税
理
士
に
よ
る
岡
崎
ト
ミ

子
後
援
会

玉
手
安
博
後
援
会

新
田
博
志
後
援
会

異
動
事
項

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

新

今
川　

清
一

橋
本　

志
乃

横
田　

由
美

気
仙
沼
市
八
日
町
一－

二－

一
〇

阿
部　

宗
悦

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字

熊
野
堂
一
〇－

二

村
上　
�
子

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

本
屋
敷
一
九－

一

渡
邊　

弘
幸

渡
邊　

弘
幸

三
浦　

二
郎

八
島　

国
光

高
橋　

吉
弘

旧

大
友
昭
太
郎

平
塚　
　

勇

末
永　
　

淳

気
仙
沼
市
港
町
五
〇
五

－

四
平
塚　
　

伝

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字

中
須
賀
六
二－

一

石
川　

利
成

仙
台
市
若
林
区
新
寺
五

－

八－

一
八

相
京　
　

勝

相
京　
　

勝

�
士　
　

昇

齋
藤　
　

勝

水
上　

京
一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
六
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
十
三
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
九
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
十
三
日

平
成
二
十
四
年



〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

�
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称 

代
表
者
の
氏
名 
　
　
　
　

解
散
年
月
日

安
住
ま
さ
ゆ
き
政
友
会 

安
住　

政
之 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

阿
部
よ
し
た
か
後
援
会 

青
木　

英
文 

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

市
川
一
朗
多
賀
城
後
援
会 

伏
谷　
　

宏 

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日

清
き
碧
の
女
川
を
つ
く
る
会 

阿
部　

宗
悦 

平
成
二
十
四
年
四
月
六
日

さ
と
う
利
弘
後
援
会 

佐
々
木
京
子 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

佐
藤
の
り
お
後
援
会 

高
澤　

良
弘 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

島
田
金
一
後
援
会 

山
本　

正
二 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

島
を
思
う
会 

須
田
昭
之
助 

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

中
山
和
広
後
援
会 

松
浦　

隆
夫 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

沼
田
健
一
後
援
会 

沼
田　

健
一 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

星
吉
郎
後
援
会 

山
田　

富
市 

平
成
二
十
四
年
四
月
十
七
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
女
川
支
部 

高
橋　

正
典 

平
成
二
十
四
年
四
月
九
日

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（資
金
管
理
団
体

）

沼
田
健
一
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
沼
田
健
一

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
岩
沼
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24   .   ４

.   19
23.
12.
3

  
（         1  解

散

）

１
収
入
総
額

23,800

      

前
年
繰
越
額

23,800

      

２
支
出
総
額

0  

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

阿
部
よ
し
た
か
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.
23

2

    
（ 4  .   ４

.   20   解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

清
き
碧
の
女
川
を
つ
く
る
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.   ６

（24.

    ４
.   ６
解
散

）

１
収
入
総
額

4,100

     

前
年
繰
越
額

4,100

     

２
支
出
総
額

0  

さ
と
う
利
弘
後
援
会
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日
本
行
政
書
士
政
治
連
盟

宮
城
県
支
部

　
長
谷
川
洋
一
政
策
研
究
会

あ
ぶ
く
ま
会

ほ
り
う
ち
周
光
後
援
会

宮
城
県
隊
友
政
治
連
盟

宮
城
野
区
日
本
共
産
党
後

援
会

　
森
繁
男
後
援
会

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

新
田　

博
志

高
橋　

靖
祐

�
橋　
　

眞

長
谷
川
洋
一
政
策
研
究

会
あ
ぶ
く
ま
会

堀
内　

周
光

金
田　
　

隆

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町

五－
五－
二
七

出
浦　

秀
隆

高
橋　

眞
陸

�
橋　

吉
弘

怡
土　

利
光

佐
藤　

徳
康

長
谷
川
洋
一
政
策
研
究

会古
沢　

昭
二

吉
田　

守
利

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田

二－

一
一－

一

千
葉　
　

強

平
間　

悦
男

 

四
月
二
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
五
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
三
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
十
四
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
二
十
三
日



報
告
年
月
日
24.

   ４
.   20

24

  
（  .  ３

.   28   解
散

）

１
収
入
総
額

2,454

     

前
年
繰
越
額

2,454

     

２
支
出
総
額

0  

佐
藤
の
り
お
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.   ３

23.
12.
3

（         1  解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

島
田
金
一
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.   25

23.
12.
3

  
（         1  解

散

）
１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

島
を
思
う
会

報
告
年
月
日
24.

    ３
.   21

24.

  
（    ３

.   １
解
散

）

１
収
入
総
額

19,650

      

前
年
繰
越
額

19,650
      

２
支
出
総
額

0  
星
吉
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
24   .   ４

.   19
24

  
（  .   ４

.   17   解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
女
川
支
部

報
告
年
月
日
24   .   ４

.   ５
24

（  .   ４
.   ９
解
散

）

１
収
入
総
額

26,942

      

前
年
繰
越
額

13,938

      

本
年
収
入
額

13,004

      

２
支
出
総
額

20,455

      

３
本
年
収
入
の
内
訳

個
人
の
党
費
・
会
費

22

（  人

）

そ
の
他
の
収
入

4  

一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

4  

４
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

20,455

      

（う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出

）

20,455

      

寄
附
・
交
付
金

20,455

      

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　

な
お
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
会
計
帳
簿
等
関
係
書
類
の
全
部
又
は
一
部
を
滅
失
又
は
紛
失
等
し
た
た
め
、
収
支

報
告
書
の
内
容
を
完
全
に
記
載
で
き
な
か
っ
た
政
治
団
体
は
、島
を
思
う
会
及
び
沼
田
健
一
後
援
会
の
二
団
体
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（資
金
管
理
団
体

）

安
住
ま
さ
ゆ
き
政
友
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
安
住
政
之

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24.

   

３
.30

24.

   
（    ３

.
30

    解
散

）

１
収
入
総
額

98,922

      

前
年
繰
越
額

98,922

      

２
支
出
総
額

0  

沼
田
健
一
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
沼
田
健
一

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
岩
沼
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24.

    ４
.
19

23.
12.
3

    
（         1  解

散

）

１
収
入
総
額

23,800

      

前
年
繰
越
額

23,800

      

２
支
出
総
額

0  

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

阿
部
よ
し
た
か
後
援
会

（11）　 平成24年５月18日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2357号　　 



報
告
年
月
日
24.

    ４
.
23

24.

    
（    ４

.
20

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

市
川
一
朗
多
賀
城
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ３
.
23

24

    
（  .  

１
.
31

    解
散

）

１
収
入
総
額

518,708

       

前
年
繰
越
額

518,708

       

２
支
出
総
額

0  

清
き
碧
の
女
川
を
つ
く
る
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.
6
24.

   
（    ４

.   ６
解
散

）
１
収
入
総
額

4,100

     

前
年
繰
越
額

4,100

     

２
支
出
総
額

0  

さ
と
う
利
弘
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.
20

24.

    
（    ３

.
28

    解
散

）

１
収
入
総
額

2,454
     

前
年
繰
越
額

2,454
     

２
支
出
総
額

0  

佐
藤
の
り
お
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.   ３

23.
12.
3

（         1  解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

島
田
金
一
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

   ４
.
25

23.
12.
3

    
（         1  解

散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

島
を
思
う
会

報
告
年
月
日
24.

    ３
.
21

24.

    
（    ３

.   １
解
散

）

１
収
入
総
額

19,650

      

前
年
繰
越
額

19,650

      

２
支
出
総
額

0  

中
山
和
広
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.   ６

24.

（    ３
.
31

    解
散

）

１
収
入
総
額

42,142

      

前
年
繰
越
額

42,142

      

２
支
出
総
額

42,142

      

３
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

11,142

      

備
品
・
消
耗
品
費

7,142

     

事
務
所
費

4,000

     

政
治
活
動
費

31,000

      

そ
の
他
の
経
費

31,000

      

星
吉
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.
19

24.

    
（    ４

.
17

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
女
川
支
部

報
告
年
月
日
24.

    ４
.   ５

24.

（    ４
.   ９
解
散

）

１
収
入
総
額

6,487

     

前
年
繰
越
額

6,487

     

２
支
出
総
額

0  

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（資
金
管
理
団
体

）

安
住
ま
さ
ゆ
き
政
友
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
安
住
政
之
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資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24.

    ４
.   ４

24.

（    ３
.
30

    解
散

）

１
収
入
総
額

98,922

      

前
年
繰
越
額

98,922

      

２
支
出
総
額

98,922

      

３
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

98,922

      

備
品
・
消
耗
品
費

98,922

      

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

阿
部
よ
し
た
か
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

   

４
.
23

24.

    
（    ４

.
20

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

市
川
一
朗
多
賀
城
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.
23

24.

    
（    １

.
31

    解
散

）

１
収
入
総
額

518,708
       

前
年
繰
越
額

518,708

       
２
支
出
総
額

0  

清
き
碧
の
女
川
を
つ
く
る
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.   ６

24.

（    ４
.   ６
解
散

）

１
収
入
総
額

4,100

     

前
年
繰
越
額

4,100

     

２
支
出
総
額

0  

さ
と
う
利
弘
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.
23

24.

    
（    ３

.
28

    解
散

）

１
収
入
総
額

2,454

     

前
年
繰
越
額

2,454

     

２
支
出
総
額

2,454

     

３
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

2,454

     

そ
の
他
の
経
費

2,454

     

島
を
思
う
会

報
告
年
月
日
24.

    ３
.
21

24.

    
（    ３

.   １
解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

中
山
和
広
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.   ６

24.

（    ３
.
31

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

星
吉
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
24.

    ４
.
23

24.

    
（    ４

.
17

    解
散

）

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
女
川
支
部

報
告
年
月
日
24.

    ４
.   ９

24.

（    ４
.   ９
解
散

）

１
収
入
総
額

6,487

     

前
年
繰
越
額

6,487

     

２
支
出
総
額

5,840

     

３
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

5,840

     

（う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出

）

5,000

     

寄
附
・
交
付
金

5,000

     

そ
の
他
の
経
費

840

   

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
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資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名　
　
　
　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

代
表
者
の

氏　
　

名

届
出
年
月
日



　
〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

�
　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
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林　
　

宙
紀

堀
内　

周
光

衆
議
院
議
員

宮
城
県
議
会
議
員

林
宙
紀
後
援
会

ほ
り
う
ち
周
光
後
援

会

仙
台
市
青
葉
区
木
町

通
一－

八－

一
〇

仙
台
市
宮
城
野
区
田

子
三－

四－

一
七

林　
　

宙
紀

堀
内　

周
光

平
成
二
十
四
年

 

四
月
十
七
日

平
成
二
十
四
年

 

四
月
五
日

資
金
管
理
団

体
の
届
出
事

項
の
異
動
の

届
出
を
し
た

者
の
氏
名　

長
谷
川
洋
一

公
職
の
種
類

宮
城
県
議
会
議

員

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

長
谷
川
洋
一
政
策
研

究
会
あ
ぶ
く
ま
会

異　
動　
事　
項

政
治
団
体
の

名
称

新

長
谷
川
洋
一
政
策
研

究
会
あ
ぶ
く
ま
会

旧

長
谷
川
洋
一
政
策
研

究
会

資
金
管
理
団

体
の
指
定
の

取
消
し
の
届

出
を
し
た
者

の
氏
名　
　

安
住　

政
之

大
内　

久
雄

沼
田　

健
一

公
職
の
種
類

宮
城
県
議
会
議
員

仙
台
市
議
会
議
員

岩
沼
市
議
会
議
員

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

安
住
ま
さ
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